
<別　紙>

 

【交通事故の場合に健保給付を受けるには】

　交通事故や第三者の加害者による傷病の治療で健康保険を使って給付を受けるときは、

一般の疾病の場合とは異なり、次のような条件があるので注意してください。

（１）第三者行為届出の提出（被保険者の届出義務　施行規則６５条）

　第三者の行為による傷病(交通事故など、加害者が存在する傷病)は、健康保険被保険者証(マイナ保険証を

含む健康保険証)を使って医師の診療・治療は受けることはできますが、保険者(三菱鉛筆健康保険組合)に

対して、｢第三者の行為による傷病届｣により速やかに健康保険証の使用を報告する義務があります。

　保険者(三菱鉛筆健康保険組合)は、この届出の記載事項を調査し、過失相当分の損害賠償請求権を事故の

相手方に対して具体的に行使するか否かを決定し、｢保険給付をした価格の及び被扶養者が事故の相手方に

対し持っている損害賠償請求権を代位に取得し、事故の相手方または自動車保険会社等に求償する｣ことに

なります。

◆交通事故で健康保険証を使用した場合

　保険医療機関の窓口へ保険証を提出す

　れば、以下の負担割合となります。

(但し一定以上の所得者は２割)

　上表の通り､健康保険組合の保険給付金額は

７割～９割となります。当健康保険組合は、

第三者行為届を調査した結果、大小に係らず

事故の相手方(加害者)に過失が発生すると判断した場合、損害賠償請求権の代位取得により、事故の相手方

又は自動車保険会社に求償します。

（２）示談について

　１．被保険者（被扶養者）が不用意に示談をして損害賠償請求権の全部または一部を免除すると、示談の

 　内容によって健康保険組合が加害者に対して請求すべき費用が請求できなくなったり､示談後の被害者が

 　健康保険の給付を受けられなくなることがある等、思わぬ損失を被る可能性があります。

　２．後遺症が残っていても加害者が責任を負わない場合もあるので、すぐに示談をせず、慎重に示談内容

　 を検討して、示談内容があなたに不利益にならないよう十分に留意して下さい。

　３．既に賠償金を受け取っていて保険給付を受ける権利がなくなった以降に治療されていた場合、後で

　 治療費等を返還して頂く場合がありますので、示談される前に健康保険組合に相談してください。

（３）書類記入上の注意事項、その他

　1. 法律に基づいた大切な届出です。最後に記入・捺印洩れがないように、必ず確認の上ご提出下さい。

　2. 添付書類の交通事故証明書は｢人身事故｣扱いの証明書の原本が必要になります。

   事故証明書は、自動車事故が発生した都道府県の｢自動車安全運転センター事務所｣へ所定の郵便振替用紙

　 を使って、事故証明書の交付を申請します。

　3. すぐに提出できないときは、口頭や電話で一刻も早く健康保険組合に報告し、後日できるだけ早く正式

   な書類を提出してください。

　　

※上記文書は交通事故を想定していますが、交通事故以外の第三者の行為による傷病も同じです。

保険給付分
(健康保険組合が負担する分)

健康保険組合が請求
３歳未満の乳幼児 ２割

本人が請求

70歳以上
１割

<第三者行為による傷病届を提出するにあたっての注意事項>

総 医 療 費

対象年齢 自己負担割合

自己負担分３歳以上69歳未満 ３割

加害者（過失にかかわらず自己の相手方を加害者とします）

自動車賠償責任保険 任意自動車保険








